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令和６年度 

活力と魅力に満ちた綾瀬をつくる創業補助金 

【募集要項】 
令和６年４月１日 

 

１.事業の目的 

 市内において初めて創業又は新事業に挑戦する第二創業者に対して、その創業に要

する経費の一部を助成（以下「補助」という。）することにより、魅力ある創業を促進

し、市内産業の活性化を図ることを目的としています。 

 

２.補助対象者 

 市内で新規創業又は第二創業を行う者のうち、次の各号のいずれにも該当するもの

とします。 

 

 

 

 

 

 

(1) 市内に事業所を置き、又は置くことを予定している者であること。 

(2) 産業競争力強化法（平成２５年法律第９８号）に規定する創業支援事業計画の

認定を受けた市区町村から特定創業支援事業による支援を受けた者又は受ける

予定の者であること。 

(3) 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条に規定する中小企業者又

は中小企業者となることを予定している者であること。 

 (4) 補助事業期間に個人開業又は会社等の設立を行い、その代表となる者若しくは

既存事業以外の新事業を開始する者であること。 

(5) 納期限の到来した国税、都道府県税及び市町村税を完納している者であること。 

(6) 綾瀬市商業者支援事業補助金（空き店舗活用事業）又は同様の趣旨の他の補助

金等の交付（国及び県によるものを含む）又は交付決定を受けていない者である

こと。 

 

※(1)～(6)にかかわらず、次の①、②のいずれかに該当する者は、補助対象者とし

ません。 

① 綾瀬市暴力団排除条例（平成２３年綾瀬市条例第９号）第２条第２号から第５

号の規定に該当する者 

② 次のいずれかに該当する事業を営み、又は営もうとする者 

 ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和２３年法律第１２

２号)の規定により許可又は届出を要する事業 

《新規創業》 事業を営んでいない個人が、初めて事業を開始し、又は初めて会社を設

立して当該会社の事業を開始することをいう。 

 

《第二創業》 既に事業を営んでいる個人又は会社が自らの事業の全部又は一部を継

続して実施しつつ、綾瀬市内に新たに会社を設立し事業を開始すること

をいう。 
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イ 他の者が行っていた事業を継承して行う事業 

ウ フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業 

エ 公序良俗に反する事業及び補助金の使途として社会通念上不適切であると認

められる事業 

オ その他市長が適当でないと認める事業 

 

３.補助対象経費 

 (1) 事業の用に供する建物の賃貸借契約上の６月分の賃料（不動産仲介手数料、敷 

金、礼金、保証金等を除く）。ただし、補助事業期間内のものに限る。 

(2) 新たに開設する事業所の外装及び内装並びに設備に係る工事費用（市内の事業

者に発注するものに限る） 

(3) 事業の用に供する設備の購入に係る費用 

(4) 販売の促進に係るパンフレット作成、広告掲載、ホームページ制作等広告宣伝

費用 

 

４.補助対象業種 

統計法（平成１９年法律第５３号）第２条第９項に規定する統計基準である日本準

産業分類に規定する小売業（大分類Ⅰのうち中分類５８）、飲食サービス業（大分類Ⅿ

のうち中分類７６、７７） 

 

５.補助事業期間 

交付決定の日から開店日（最長で令和７年２月２８日）までとします。 

※やむを得ない事由により、交付決定の日以前に事業に着手しようとする場合は、申

請時に創業補助金交付決定前着手届出書（第６号様式）の提出が必要です。 

 

６.補助金額 

補助対象経費の１/２以内、１００万円を限度とします。 

 

７.募集期間 

令和６年５月１日（水）～１２月２７日（金）１７時〔必着〕 

応募があり次第随時審査会を開催します。 

 

８.提出書類 

 (1) 創業補助金交付申請書（第１号様式） 

(2) 事業計画書（別紙様式又は融資申請の際に提出した事業計画書（保証協会、金

融機関等提出）の写し） 

(3) 反社会的勢力に係る誓約書（第２号様式） 

(4) 特定創業支援等事業証明書の写し 

(5) 個人事業者（法人にあっては代表者）の住民基本台帳法に基づく住民票の写し 

http://www.city.minamiuonuma.niigata.jp/reiki/reiki_honbun/r044RG00001242.html#e000000264
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(6) 補助対象経費の内訳を説明する書類 

(7) 直近の国税、都道府県税及び市町村税の納付を証明する書類 

(8) 登記事項証明書の写し（法人で既に登記を済ませている場合に限る。） 

(9) 営業許可証の写し（許認可を必要とする業種で、既に許認可を取得している場

合に限る。） 

 

９.提出先及び問い合わせ先 

 〒252-1192 綾瀬市早川 550番地 

 綾瀬市役所 事務棟 5階 商業観光課 

 ℡ 0467-70-5685（直通） E-mail wm.705685@city.ayase.kanagawa.jp 

 

10.提出方法 

 郵送又はメール又は綾瀬市役所商業観光課へ直接提出してください。 

 なお、商業観光課へ直接提出する場合は、事前に連絡してください。 

 

11.選考 

選考は、資格要件等事業内容等の審査を踏まえ、審査会により行います。書類審査

のほか、応募者によるプレゼンテーションを行い、審査により原則１事業者を決定し

ます。 

(1) 審査会 応募があり次第随時審査会を開催します。 

(2) 主な着眼点 

 ・事業の独創性 

技術やノウハウ、アイディアに基づき、ターゲットとする顧客や市場にとって

新たな価値を生み出す商品、サービス、又はそれらの提供方法を有する事業を自

ら編み出している。 

 ・事業の実現可能性 

商品・サービスのコンセプト及びその具体化までの手法やプロセスがより明確

になっている。 

 ・事業の収益性 

ターゲットとする顧客や市場が明確で、商品、サービス、又はそれらの提供方

法に対するニーズを的確に捉えており、事業全体の収益性の見通しについて、よ

り妥当性と信頼性がある。 

 ・事業の継続性 

予定していた販売先が確保できないなど計画どおりに進まない場合も事業が継

続されるよう対応が考えられている。 

 ・資金調達の見込み 

創業及び事業活動を行うために必要な資力及び信用（外部資金による調達が必

要な場合はその調達が十分に見込める）があると認められる。 
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12.審査結果 

 審査結果は、市ホームページにおいて採択者の公表を行うほか、応募者全員に書面

で通知します。 

 なお、採択された方については、原則として法人名、代表者名（屋号、個人名）、事

業概要などが外部に公表されます。 

 ※審査の結果（不採択の理由等）に関するお問い合わせには一切応じかねますので

ご了承の上ご応募ください。 

 

13.交付決定 

 採択者に書面で交付決定を通知します。 

 ※交付決定通知に記される補助金交付決定額は、補助限度額を明示するものであり

補助金支払額を約束するものではありません。また、使用経費が予定を超えた場合

であっても、通知した補助金交付決定額を増額することはできません。 

 

14.補助金の交付 

 補助金の交付については、補助事業完了後、３０日以内に実績報告書を提出してい

ただき、実施した事業内容の検査と経費内容の確認により交付すべき補助金の額を確

定した後、請求いただいた上でお支払いします。 

 例： 事業完了日 １月３１日 ⇒ 実績報告  ２月１９日 ⇒ 

   ⇒ 確定検査 ２月２６日 ⇒ 確定通知   ３月  ４日 ⇒  

⇒ 交付請求 ３月 ５日 ⇒ 補助金支払 ３月２５日 

 

15.交付決定後の注意事項 

(1) 次のいずれかに該当するときは、交付の決定を取り消すことができます。この

場合において、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部について期

限を定めて返還させることができます。 

  ①本補助金交付要綱又は法令に違反したとき。 

  ②提出書類の記載事項に偽りがあったとき。 

③補助対象者要件を欠いたとき。 

④開業日から２４か月以内に事業を１か月以上休止し、又は廃止したとき。 

(2) 補助事業者は、事業が完了した年度の翌年度から３年間、補助事業の成果に係

る毎年度の状況について、事業状況報告書（第９号様式）により市長に報告しな

ければなりません。また、開業後、３か月、６か月、１年、１年６か月の各期間

が経過した後、速やかに商工会等による経営指導を受けることが必須となります。 

 

16.反社会的勢力との関係が判明した場合 

提出していただく書類において、反社会的勢力との関係が無いこと及び神奈川県警

察本部長に対し、照会を行うことについての同意をいただきます。 

反社会的勢力との関係が判明した場合は、不交付となります。 

http://www.city.minamiuonuma.niigata.jp/reiki/reiki_honbun/r044RG00001242.html#e000000303
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参考資料 

○中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４）抜粋 

 

（中小企業者の範囲及び用語の定義） 

第二条 この法律に基づいて講ずる国の施策の対象とする中小企業者は、おおむね次

の各号に掲げるものとし、その範囲は、これらの施策が次条の基本理念の実現を図

るため効率的に実施されるように施策ごとに定めるものとする。 

一 資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が

三百人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種（次号

から第四号までに掲げる業種を除く。）に属する事業を主たる事業として営むもの 

二 資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が

百人以下の会社及び個人であつて、卸売業に属する事業を主たる事業として営むも

の 

三 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数

が百人以下の会社及び個人であつて、サービス業に属する事業を主たる事業として

営むもの 

四 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数

が五十人以下の会社及び個人であつて、小売業に属する事業を主たる事業として営

むもの 

２ この法律において「経営の革新」とは、新商品の開発又は生産、新役務の開発又

は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、

新たな経営管理方法の導入その他の新たな事業活動を行うことにより、その経営の

相当程度の向上を図ることをいう。 

３ この法律において「創造的な事業活動」とは、経営の革新又は創業の対象となる

事業活動のうち、著しい新規性を有する技術又は著しく創造的な経営管理方法を活

用したものをいう。 

４ この法律において「経営資源」とは、設備、技術、個人の有する知識及び技能そ

の他の事業活動に活用される資源をいう。 

５ この法律において「小規模企業者」とは、おおむね常時使用する従業員の数が二

十人（商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については、五

人）以下の事業者をいう。 
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○中小企業信用保険法施行令（昭和２５年第３５０号）抜粋 

 

（中小企業者の範囲） 

第一条 中小企業信用保険法（以下「法」という。）第二条第一項第一号の政令で定め

る業種は、次に掲げる業種以外の業種とする。 

一 農業 

二 林業（素材生産業及び素材生産サービス業を除く。） 

三 漁業 

四 金融・保険業（保険媒介代理業及び保険サービス業を除く。） 

２ 法第二条第一項第二号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金

の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。 

  業種 資本金の額又は出資の総額 従業員の数 

一 ゴム製品製造業（自動車又は航空機用

タイヤ及びチューブ製造業並びに工業

用ベルト製造業を除く。） 

三億円 九百人 

二 ソフトウェア業又は情報処理サービス

業 

三億円 三百人 

三 旅館業 五千万円 二百人 

 


